
（１）＋（２）

合計

 

３７０億円（４年計画）

２０年度概算要求

 

８９億円

 

（エ）

【Ｂ

 

予算による外部人材の活用】

【Ａ

 

定数措置】

【Ｃ

 

予算による事務の外部化等】

●学校支援地域本部（仮称）

<基本方針2007により２０年度から４年間で措置>
（部活動指導、学校環境整備、登下校の安全指
導等の事務の外部化）

（２）メリハリのある教員給与

①副校長、主幹教諭、

指導教諭の処遇

・主幹教諭、指導教諭の

新たな級の創設

５０億円

②部活動手当等の抜本的拡充

・部活動手当（４時間以上1,200円）

の倍増
・校長、教頭の管理職手当の拡充

５０億円

③教職調整額の見直し

・残業時間（月平均３４時間）を

１７時間に抑制

→ 現在の支給額との差額を措置

・一律支給の見直し

７００億円

子どもと向き合う時間の拡充 教員の適切な処遇

<行革推進法施行以降の法制定を前提として
基本方針2007により２０年度から３年間で措置>
①主幹教諭の配置

 

【学教法改正関係】
②事務職員の配置
③特別支援教育の充実
④食育の充実(栄養教諭の配置)
⑤習熟度別・少人数指導の拡充

社会総がかりでの教育再生

計 ２１,３６２人(５０４億円)
２０年度概算要求

 

7,121人

 

１６７億円

 

（ア）

<基本方針2007により２０年度から３年間で措置>
①小学校高学年での専科の非常勤講師
②小１問題・不登校等対応の非常勤講師

計 15,000校 （２２８億円）
２０年度概算要求

 

5,000校

 

７７億円

 

（イ）

計

 

10,000か所（全中学校区）

２０年度概算要求

 

２０５億円

・学校支援地域本部（仮称）の設置
2,500か所

 

１００億円

 

（ウ）
・学校支援事業（再掲）

 

１０５億円

Ａ、Ｂ、Ｃと事務の合理化等により残業

 

時間（月平均３４時間）を半分に抑制

（１）基本方針2006による教員給与
の縮減分（２．７６％）の減

▲４３０億円

（ア）＋（イ）＋（ウ）＋（エ）の合計

２０年度要求額
４３３億円増
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